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れた「新型コロナウイルス感染症に係るワクチ

ンの接種について」において、訪問看護の従事

者は医療従事者等や高齢者施設等の従事者に含

まれているとはされていないことから……。 

○平 進介議長 金子厚生参事に申し上げます。

質問時間の60分が経過しましたので、直ちに答

弁を終了し、自席にお戻りください。 

 赤間𣳾広議員の質問は以上で終了いたします。 

 赤間議員は自席にお戻りください。 

 次に、個人質問を行います。 

 

 

 金子豊美議員の質問 

 

 

○平 進介議長 順位７番、議席番号６番、金子

豊美議員。 

  （６番金子豊美議員登壇） 

○６番 金子豊美議員 おはようございます。 

 今日３月５日は二十四節気の一つ、啓蟄であ

ります。啓蟄の前は雨水、後は春分と、徐々に

春が近づいてくる季節と言われております。 

 昨年の３月定例会同様、３月５日、啓蟄の日

に一般質問を行うことになりました。新型コロ

ナウイルスに負けない長井市になることを期待

しながら一般質問をさせていただきます。項目

は１つ、質問事項は５つです。前文が少し長く

なりますので、ご了承いただきたいと思います。 

 コミュニティセンターの運営と法人化につい

て。 

 各地区公民館がコミュニティセンターに移行

され、指定管理者として１年早く取り組んだ３

館を含め、１期３年のうち２年が間もなく終了

します。スモールスタートとして地域づくり計

画に基づき、各地区で無理なく実施できるもの

から取り組んでいくことを前提に致芳地区、西

根地区、平野地区が先陣を切り、１年遅れで中

央地区、伊佐沢地区、豊田地区の全地区がコミ

ュニティセンターに移行されました。期待と不

安を抱きながらのスタートでしたが、新型コロ

ナウイルス感染症対策により事業の中止、検温

や会議前後の消毒作業など、対応に追われる

日々を今日まで送ってきたのが現状です。 

 国内では新型コロナワクチン接種も始まり、

地方自治体でも接種の準備が進められておりま

す。各地区の地域づくり計画が進むためにも、

施政方針に盛り込まれたポストコロナ社会のし

なやかな対応と連携が今回大切なキーワードに

感じられますし、コミュニティセンターの役割

としても大切だと思います。 

 令和３年度施政方針をお聞きし、再読してみ

ますと、コミュニティセンターに関する部分が

約10か所ほどあったようです。 

 最初に、市政運営の基本的な考え方では、

「周辺の５地区においては、地区公民館をコミ

ュニティセンターに移行し、地区民の知恵と協

働で地域防災の拠点づくりや地域福祉などを充

実させ、小さな拠点として整備し、各施策を並

行して進めてきました。さらに、公共交通ネッ

トワークを整備し、中心部と周辺地域を結んだ

コンパクトシティ構想を推進し、次世代へ着実

にバトンを渡すため、将来へ向けた住みやすい

本市の土台づくりを行っています。」と述べて

おられます。 

 基本目標４では、「コミセンを拠点にした住

民同士の自主的な地域づくりを行っていけるよ

う、小さな拠点として整備を図り、各地区の活

性化を進めてまいります。また、地域づくり活

動に対する支援や、地域づくりを担う人材育成

に対して支援を行ってまいります。また、デジ

タル技術の活用による新たな日常の確立を図り、

地域活性化につなげてまいります。」と述べて

おられます。 

 重点戦略２では、「各コミセンを核に周辺地

域と公共交通のネットワークをつなぎ、市民が

住み慣れた土地でいつまでも快適に生活できる
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まちづくりを実現してまいります。」と述べて

おられます。 

 また、「地方創生の流れの中で、集落生活圏

の中に小さな拠点をつくるための核として、全

地区公民館をコミセンへ移行し、地域づくりの

拠点としてこれまで各地区の活性化を進めてま

いりました。市民一人ひとりの地域に対する想

いをしっかりと反映させてまいります。」と述

べておられます。 

 重点戦略３では、「地域に根差した６次化を

進めるため、各コミセンの協力を得ながら消費

者からのニーズが地域性を感じられる商品開発

に取り組んでまいります。」と述べておられま

す。 

 各個別施策の主な取組の中、（１）保健・医

療・福祉分野では、「単身高齢者や高齢者のみ

世帯の増加に伴い、軽度な生活支援の必要性が

増加していきます。また、介護職の人手不足な

どにより、介護サービスのみで生活全般の支援

を受けることは難しくなるといわれております。

今後は、コミセンなどを中心に地域住民がお互

いに助け合って生活する、支え合いの仕組みづ

くりが求められます。元気な高齢者が、居場所

づくりや生活支援サービスを自ら行い、それに

より高齢者が生きがいを感じ、主体的に社会へ

の関わりを持てるようにすることで、より多く

の方が住み慣れた場所で暮らしていける地域が

構築できるよう支援してまいります。」と述べ

ておられます。 

 同じく（３）生涯学習・スポーツ分野では、

「生涯学習の拠点として精力的に活動をしてき

た地区公民館は、全地区がコミセンが移行しま

した。地域住民による自主的な地域づくりを促

進し、魅力ある地域社会の形成を目的とするこ

とから、小さな拠点として各地区の特色を活か

した生涯学習事業の支援を行ってまいります。 

 また、地域コミュニティ維持の役割を担う自

治公民館については、高齢の利用者にも安心し

てお使いいただけるよう、ユニバーサルデザイ

ンを念頭に置いた整備の支援を行い、地域住民

が気軽に安全に集える場所の維持確保に努めて

まいります。 

 地域コミュニティの維持のためには、子ども

と地域住民の交流も欠かせない要素です。その

ことで、子どもたちを地域で育てるという当事

者意識の向上が期待されます。「放課後子ども

教室」や「土曜らんど」など、地域の現状を踏

まえニーズに沿った活動の場を引き続き提供し

てまいります。 

 また、地域学校協働活動推進委員の配置によ

り、伝統文化の継承や学校環境整備への協力体

制を整え、コミュニティスクールとも連携しな

がら、学校、家庭、地域が協力して子どもを育

てる体制を強化してまいります。 

 また、家庭教育支援についても、保護者や地

域住民が集まる際に、家庭教育について学ぶ機

会として家庭教育講座を開催し、家庭と地域の

教育力向上に努めてまいります。」と述べてお

られます。 

 また、同じく（６）安全・安心分野では、

「近年の気象状況の変化や山林、農地の荒廃に

よるクマ、イノシシ等の有害生物の個体数や出

没件数が増加し、それに伴い食害等の被害も

年々増加し、被害が広範囲に及んでいます。被

害の軽減、防止対策を講じ、市民の安全・安心

を確保するため、警察、猟友会、コミセン等の

関係機関及び地区、自主防災組織等の住民組織

による有害生物等被害対策会議を組織し、市民

の危機意識の醸成や様々な被害防止の措置を講

じてまいります。」と述べておられます。 

 また、（７）協働のまちづくり分野では、

「少子高齢化・人口減少の中にあっても、将来

に亘って住み慣れた地域で安心して暮らせるよ

うに、今後の地域づくりを担う拠点として、市

内の全地区公民館がコミセンへ移行されました。

集落生活圏の中に小さな拠点をつくるための核
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として、地域づくり計画に基づいた地域住民に

よる地域づくり活動や生涯学習の場としての展

開が期待されています。生涯学習分野にとどま

らず、高齢者の買い物支援や有償除雪ボランテ

ィアなど、地域の実情に合わせた幅広い地域づ

くり活動が展開されており、今後も国や県など

の様々な制度を活用しながら、住民による自主

的な地域づくりを支援してまいります。 

 また、法人格を持つ組織を形成し、経営基盤

の安定化に向けた人材育成及び運営支援を図り、

一層の持続可能な地域コミュニティの形成づく

りを推進してまいります。」と述べています。 

 最後に、（８）行財政運営分野では、「５月

から新庁舎が開庁し、庁舎機能が１ヵ所に集約

されます。それに伴い、市長部局と教育委員会

の在り方を見直し、教育委員会の権限としてい

た文化・スポーツ、市民文化会館などの社会教

育施設に関することを市長部局に移管します。

新たに市長部局に健康スポーツ課と観光文化交

流課を設置し、健康、スポーツ、観光、文化、

交流の一体的な推進を図ります。併せて、新た

な課題等に対応できる組織とするため、室等の

改編や事務分掌の整理を行い、市民サービスの

向上に努めてまいります。」と述べておられま

す。 

 施政方針を振り返ってみますと、各コミュニ

ティセンターについて、このたびの組織体制の

見直しにより、教育委員会をはじめ地域づくり

推進課との関わりも含め、これまで以上に多く

の課や室との連携が強く求められていると考え

ます。 

 遡って昨年12月定例会において、鈴木一則議

員がコミュニティセンター運営予算について一

般質問を行っております。１つ目はコミュニテ

ィセンター運営費について、２つ目は集落支援

員の役割と職員待遇の見直しの検討の進み状況

について、３つ目として今後のコミセン事業の

在り方について質問、市長、地域づくり推進課

長より答弁をいただきました。 

 今後のコミセンの在り方について、市長答弁

の中で一部抜粋ですが、「肝腎の財源でござい

ますけれども、集落支援員っていうのは、いつ

までも補助をもらえるわけではありません。来

年からは、今１名ですが、２名分の集落支援員

の国からの交付金をいただけますんで、当面は

それで充てていくと。そこで、その部分で事業

費に、１人当たり300万円程度ですから、２人

で600万円自主財源として使える、総務省から

の支援いただけるわけですから、それによって

事業をやるということと同時に、やはり将来的

にはぜひコミュニティビジネスに取り組んでほ

しいと。 

 例えば豊田地区のコミセンなんかでは、いち

早く昨年から取り組んでいただいている、ほか

の地区も検討いただいておりますが、これから

課題になる市民バスなんかもそうなんですが、

市民バスは、市で直営でやってますけれども、

その運営でやっぱり隙間が必ずありますので、

そういったところをコミセンのほうで担ってい

ただけないかと。例えばＮＰＯでやっていると

ころもあるんですが、いわゆる買物のお手伝い

であったり、病院などの通院の際の支援だった

り、これは介護保険の制度で受けられる方と受

けれない方もいらっしゃるわけですね、そうい

ったあたりをコミュニティビジネスとして、コ

ミセンでやっていくべきじゃないかと。」中略。

「あと健康づくりとか市民１人１スポーツは、

幾ら行政で頑張っても、これは難しいだろうと

思ってます。」中略。「あと自主防災組織の部

分も、避難所がそれぞれの小学校だったりコミ

センになってたりするわけでありまして、した

がって、コミセンが中心になるべきだと。です

から、各コミセンが自主防災組織としての機能

をやっぱり備えなきゃいけないと。 

 なおかつ、今、ミニデイサービスで、本当そ

れぞれのミニデイサービスの団体がボランティ
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アでやっていただいていますが、これは10年、

20年、これからもずっと続けていけるかってい

ったら、やっぱりそれを続けていける地区と続

けていけない地区があるわけですから、そうい

ったあたりをやっぱりコミセンで担っていただ

けないかとか。ですから、コミュニティビジネ

スは、いっぱい種としてあるんですね。」と述

べられております。 

 このような状況を踏まえ、以下質問をさせて

いただきます。 

 最初の質問ですが、令和４年４月からコミュ

ニティセンターに移行して指定管理者２期目を

迎えます。今回の施政方針にもありましたよう

に、多くの分野においてコミセンが関わってく

ることが予想されます。組織の見直しにより教

育委員会から市長部局に移行される分野もあり

ます。生涯学習関係は地域づくり推進課、生涯

スポーツ関係は健康スポーツ課、文化関係は観

光文化交流課にそれぞれ移ります。学校関係を

含む教育分野についても、コミセンとの関わり

は続きます。今回の組織体制の見直しを機に、

各地区コミュニティセンターで進めている地域

づくり計画を実施していく上で、各課との連携

がこれまで以上に必要、大切と考えますが、市

長の見解をお伺いいたします。 

 ２つ目の質問ですが、鈴木一則議員の質問に

対する答弁の中で、コミュニティビジネスにつ

いて、いっぱい種としてあるとのことでした。 

 コミュニティビジネスの特徴として、地域の

課題を解決することをミッション、使命とし、

ミッションを達成するために必要な範囲で利益

を上げることですが、その利益は地域社会に還

元されます。コミュニティビジネスが解決する

地域の課題とは、何らかの形で地域社会あるい

は地域住民の社会環境・生活レベルの向上を図

るもので、課題解決の結果、地域社会が豊かに

なるものとのことです。コミュニティビジネス

とは、事業の管理、運営のためにビジネスの手

法を活用することを表します。したがって、事

業を安定的・継続的に行うために必要な対価を

徴収します。利益を得ても、地域課題の解決の

ための活動の継続や新たな地域課題の解決に向

けられ、営利企業のように株主に配当を還元す

ることはありませんと言われております。 

 コミュニティビジネスの効果として、例えば

地域の課題解決を通じて、地域社会や住民の社

会環境・生活レベルの向上が期待されます。地

域の課題解決のために新しいビジネスの場を形

成したり、事業を展開することで地域における

創業の機会や地域の雇用を拡大する効果が望ま

れます。さらには、これらのことが地域経済や

社会の活性化につながることも期待されます。 

 地域住民自ら主体となってコミュニティビジ

ネス活動をすることから、地域社会の自立・活

性化・そして地域コミュニティーの再生、盛り

上がり、そして再活性化などの効果が期待され

ます。 

 活動に参加している地域住民にとって、自分

は社会に貢献しているという満足感や、やりた

いことを実行できるというやりがいや自己実現

の満足感、そして生きがいを与えてくれますと

言われております。 

 市長の答弁にもありましたが、コミュニティ

ビジネスの活動分野については、保健・医療・

福祉、教育、まちづくり、環境、防災、観光、

交流等々、多くの分野があります。今後、各地

区の特徴のある地域づくり計画を進める上でも、

コミュニティビジネスは必要なことだと思いま

す。地域によりそれぞれの特徴ある６地区のコ

ミュニティセンターです。小さな拠点の中心と

なる各地区コミュニティセンター運営協議会関

係者や館長、職員などと行政で連携を図りなが

ら、地区単位で特徴を生かしながら実施できる

もの、市全体でできるものなど、慎重に進める

べきだと考えますが、市長の見解をお伺いしま

す。 
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 ３つ目の質問ですが、人材育成について。 

 鈴木一則議員の質問に対して次のような答弁

をしております。前略。「我々一生懸命コミセ

ンを生かして、市民との協働を進めようとして

る自治体に対して支援がないなんていうのはお

かしいですよ。もうそういったことはしっかり

と国に言っていかなきゃいけませんし、そのた

めに地域活性化センターに職員を派遣し、今２

人目、派遣しています。地域活性化センターの

補助事業とか、あるいは総務省のソフトの補助

事業、たくさん使えるものがあるんです。その

情報とかノウハウ、手法、それを知らないとい

うことなので、やっぱり時間をかけて職員を派

遣して、その職員戻ってきて、それぞれのコミ

セン職員の意識は高いと思うんですが、そうい

った技術、ノウハウ、そういったものを伝達し

なきゃいけないと思いますし、あと、地域の担

い手となる人材育成をやっぱりやっていかなき

ゃいけないと。」と答弁されております。 

 人材育成は、様々な分野で課題となっていま

す。中央で経験してきた派遣市職員と地区のコ

ミュニティセンター職員とのコミュニケーショ

ン、話合いが大切だと思います。人材育成につ

いては、時間が必要だと思います。それをどう

生かしていくか、担当課とコミセンとの意識の

共有、連携が大切だと思います。市長の見解を

お伺いします。 

 ４つ目の質問ですが、鈴木一則議員の質問、

コミセン職員の「待遇改善関係、今、指定管理

期間中ですので、すぐとはなかなかでしょうけ

ども、先ほど市長からも法人化というお話もあ

りましたので、今検討されている方針とか実施

時期、そこら辺、めど的な部分あれば、ご答弁

いただければありがたいと思います。」との質

問に対して、地域づくり推進課長より、「法人

化の検討につきましては、今の指定管理の契約

が令和３年度中までになってますので、令和３

年度中の中で検討を進めたいと考えます。です

ので、スタートとしては次の開始なので、令和

４年度からという形になるかなと思います。 

 11月中旬だったんですが、担当職員のほうで、

先進事例として埼玉県の北本市、そこは平成26

年３月に法人化した、もともと複数あった協議

会をまとめて北本市コミュニティ協議会という

のを立ち上げておりますので、そこを視察して

おります。年明けまして、各コミセンの館長さ

んも含めて、もう一度ちょっと視察に行きなが

ら、共通の認識の下、法人化のほうは検討を進

めてまいりたいと考えております。」との答弁

がありました。 

 北本市コミュニティ協議会では、公民館等の

指定管理を受託することに当たって、社会的信

用力及び公益性の向上を図るため、一般社団法

人北本市コミュニティ協議会として法人格を平

成26年２月26日に取得しております。 

 当協議会定款では、協議会の目的を達成する

ため事業を定めております。具体的には、「コ

ミュニティ意識の普及啓発を図る事業」、「地

区公民館等の指定管理委託に係る運営に関する

事業」等、５事業を行うとしておりますとのこ

とで、１つ目は「コミュニティ意識の普及啓発

を図る事業」、２つ目は「コミュニティ活動推

進のための調査研究、企画運営事業」、３つ目

は「地区公民館等の指定管理委託に係る運営に

関する事業」、４つ目は「北本市及び他団体等

の事業への協力支援に関する事業」、５つ目は

「その他協議会の目的を達成するために必要な

事業」となっております。 

 北本市コミュニティ協議会の目的は、「地域

住民が心ゆたかなふれあいを深め、創造性のあ

る地域活動を営むため、潤いとやすらぎのある

コミュニティ活動を推進すること」を目的とし

ております。 

 その後の経過について質問をさせていただき

ます。昨年11月中旬に担当者が北本市を視察し

てきたとのことで、また２月12日に北本市の状



 

―１３２― 

況を含め、各地区コミュニティセンター館長を

はじめ、法人化に向けての説明があったとお聞

きしておりますが、説明の内容と参加者からの

意見について、どのような内容だったのか、地

域づくり推進課長にお聞きします。 

 最後ですが、今後、令和３年度の準備期間を

含め、令和４年度法人化に向けて各コミュニテ

ィセンター体制の移行についてのタイムスケジ

ュールはどのように進めていくのか、地域づく

り推進課長にお聞きします。 

 以上で壇上からの質問を終わります。 

○平 進介議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 金子豊美議員から、コミュニテ

ィセンターの運営と法人化についてのご質問を

いただきました。 

 議員からは、令和３年度の施政方針に触れら

れているコミセン関係の施策の考え方、また過

去の議会での議論なども踏まえての５つの提言、

ご質問をいただきましたので、私のほうから３

点ほど答えさせていただきたいと思います。 

 まず、コミュニティセンターの意義っていい

ますか、それとなぜ法人化をしなきゃいけない

かということについては、以前にもお話はさせ

ていただきましたけれども、改めて簡単に触れ

させていただきたいと思いますが、今、我が国

は、特に我々地方都市については、人口減少、

とりわけ若い世代がなかなか地元に定着しない

で首都圏をはじめとした大都市に行ってしまっ

たと。そんなことから高齢化、超高齢化、ある

いは少子化で地域が非常に衰退してしまったと。 

 一方で、長井市全体で見ますと、衰えたとは

いえ中心市街地がまだ健在であり、そして周り

の５地区については、西根地区、致芳地区でも、

新しい市役所までまず10分であると、南のほう

の豊田地区、あるいは西、東の平野地区、伊佐

沢地区でも10分以内で市役所に来れると、そう

いったコンパクトで効率のいいまちはそんなに

ないと。 

 ただし、周りの５地区については、ほかの市

町村と同じように大変過疎化が徐々に進んでい

るということから、これからは私ども市役所だ

けでは当然地域住民が望むまちづくりを進める

ことができないので、これからの地区公民館に

加えて、地域づくりの拠点としてそういった

様々な課題を担ってほしいということで皆様に

ご理解いただいて、地区づくり計画を自ら立て

ていただいて、そのための実践をコミセンにし

ていただいて、徐々に進めているという状況で

ございます。 

 一方、なぜ法人化ということにつきましては、

今は主にソフト事業を中心に、コミュニティビ

ジネスも徐々に取り入れながら、まずは地域に

とって常時地区公民館、それがさらに充実した

コミュニティセンターとして、地域のための中

心の地域づくりの拠点があるということは大変

すばらしいことだと思ってますが、これが任意

団体であると。しかも、そこで働いていただい

ている方は、少し主事の方増やしたりとかさせ

ていただきましたけれども、一生地域づくりの

ために働いていただく、頑張っていただく人材

を、きちっとそこで頑張ってもらうためには

様々な給与等々の労働条件の待遇も含めて、一

生の仕事にしていただけるような待遇をまず保

障しなきゃいけない。 

 あわせて、今はハード事業はなかなかしづら

いわけですけども、各コミュニティセンターの

希望は違いますけども、ハード事業も当然やっ

ていかなきゃいけない。例えば地域防災の拠点

であったり、地域福祉の拠点であったり、ある

いは健康、スポーツの拠点であることも必要だ

と。さらには、観光、文化、交流を進めるため

の拠点も担うと。そのためには、幾つかの備え

なきゃいけないもの、あるいは新たに構築する

ものが必要だろうと。そのハードを受ける際に、

市で施設は造らせていただきますが、その運営

主体が任意団体ではなかなか国からのいろんな
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支援も受けにくいという判断もあって、法人化

を進めていきたいということでございます。ち

ょっと前置きが長くなりました。 

 まず、最初に、ご提言いただきましたのは、

組織の見直しにより教育委員会から市長部局へ

移行される分野があることから、各コミセンで

進める地域づくり計画を実施する上で、これま

で以上に各課との連携が必要、大切と考えるが

どうかという点でございます。 

 ごもっともでございまして、各コミセンで策

定いたしました地域づくり計画では、高齢者の

交流や子育てに関すること、防災に関すること

など、様々な取組が上げられております。この

計画の実践のため、担当課である地域づくり推

進課は、各コミセンへの支援を行っております

が、担当課だけでは不十分で、やはり高齢者に

関することは福祉あんしん課、子育てに関する

ことは子育て推進課、地域防災に関することは

総務課危機管理室の支援等々、ほかにもいっぱ

いあるわけですけども、そういった必要がある

ために、縦割りだけではなくて関係各課が連携

した支援が必要と考えます。 

 その中で、このたびの組織の見直しにより、

教育委員会の管轄であった業務の一部が市長部

局へ移行されます。例えば勤労青少年ホームの

所管と中央コミュニティセンターの所管が一本

化することになりますので、施設管理の縦割り

が解消されるだけではなくて、連携の強化が図

られることとなります。地域づくりをする上で

コミセンは非常に重要な存在であるため、今後

も全体的な調整は地域づくり推進課が行い、関

係各課との連携をさらに強化して、コミセンの

支援を行っていくことが必要であると考えてお

ります。 

 金子議員からもございましたように、例えば

施政方針でうたっている、今まで生涯スポーツ

課が担おうとしてきた市民１人１スポーツ、花

のまちスポーツクラブ、総合型地域スポーツク

ラブなどもつくって頑張ってまいりましたが、

まだまだやっぱり不十分だったのかなと。やっ

ぱりそこには、西根地区のようにときめきスポ

ーツクラブですね。ああいった形が本来は一番

市民１人１スポーツにつながる近道だと思って

おります。今はいろんな切り口あるんでしょう

けども、それらを健康づくりという視点からや

っぱりやっていかなきゃいけないということで、

健康スポーツ課ということで、この５月からス

タートいたします。それは取りも直さず、多分

にコミュニティセンターの皆様と一緒にやって

いくには、そのほうが一番優れた体制になるん

じゃないかなと、まずはやってみたいと考えて

おります。 

 さらには、当然それぞれの地区で観光とか地

域の文化財も含めた様々な資源がありますけれ

ども、それを守るというのは大切なんですけど、

それをいかに生かしていくかということで観光

と交流が出てくるわけです。それを一体でやる

ことによって地域も活性化しますし、何よりも

そこに住んでる皆様の誇りや、あるいは子供た

ちの様々な活動を継承する、そういったことに

もつながってくると思いますので、ぜひ、組織

のほうはまだまだ不十分だと思いますが、そん

なことでまずは取り組んでまいりたいと思って

おりますので、今後ともよろしくご指導等々い

ただきたいと思います。 

 あと、２点目でございます。特徴ある地域づ

くり計画を進める上で、コミュニティビジネス

は必要だと考えるということで、議員からもい

ろいろな例を出していただきましたけども、小

さな拠点の中心となる各地区コミュニティセン

ター運営協議会関係者、館長等と行政とで連携

を図り、地区単独で特徴を生かしながらも実施

できるもの、市全体でできるもの等を慎重に進

めるべきではないかというご提言でございます。 

 これ、ごもっともで、現在地区単独で行って

いただいているコミュニティービジネスとして
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は、伊佐沢コミセンの買物支援事業としてごみ

袋等の日用品販売、あるいは豊田コミセンと致

芳コミセンで行っていただいております有料の

除雪ボランティア等がございます。現状では、

地区内における課題解決やニーズに応えるため

に、各地区単独でできることをそれぞれのコミ

センで行っていただいているわけですが、今後

もそれぞれのコミセンで実施してることは継続

し、事業拡大していくとともに、ほかの地区へ

の、いわゆる横展開と言ってますけども、一つ

のモデル地区でそういった事業をやって、非常

に効果があったと。それについてほかのコミセ

ンが、いや、うちではこれちょっと難しいなと

いうところもあるかもしれませんが、一方で、

あっ、これはちょっとうち用に少し変えていけ

ばうまくいくんじゃないかと、いわゆる横展開

ですね。こういったことをそれぞれのご判断で

できるんじゃないかというふうに考えておりま

す。 

 また、市全体で実施できるような新たなビジ

ネスモデルがあれば、コミセン全体と調整し、

連携しながら進めていくことが望ましいのでは

ないかと考えますが、各地区の実情もあります

ので、市のモデル事業や実証実験として事業を

検証しながら、全体に展開する方法も検討して

いきたいなと思っております。 

 先ほど赤間議員のご質問にもお答えいたしま

したけれども、電子地域通貨「ながいコイン」

というのを今ＮＴＴ東日本と協働で実証実験を

行ってるわけですけども、これをやがて令和４

年度になりますけど、地域通貨としてマイナン

バーカードに付与できるような形でぜひやって

いきたいと考えております。その際には、地区

の皆さんが、例えば健康スポーツ課と組んで、

健康のマイレージみたいな、例えばこういうス

ポーツ事業に参加してる会員の方には何十ポイ

ント、100ポイント付与しますよとか、あと検

診を何回したら10ポイントずつ付与しますよと、

それがお金になるわけですね。地元のいろんな

商店とかお店、サービス業等々で使えるという

ようなことなどもぜひやっていきたいと思って

ますので、そうしますと、よりきめ細かにそれ

ぞれの地区のコミセンで地区の住民に広めても

らうと。様々なキャッシュレスということも出

てまいりますが、そういったことをなかなか一

般の市民、特にお年寄りの方は分かりにくいん

ですけども、そういったところをコミセンに間

に入っていただいて、優しく教えていただいて、

みんな使えるような地域にするとか、それにコ

ミセンのコミュニティビジネスなんかもそれで

払えるようにとか、そういったことをいろいろ

考えられるんじゃないかなというふうに思って

おります。 

 コミュニティビジネスはいわゆる支え合いの

ビジネスで、それだけでコミセンが、潤沢な資

金を得るかということではございません。もち

ろん基本的には、市が様々な国からの支援など

を引き出してしっかりと運営できるような、指

定管理者としての金額は我々も保障しなきゃい

けないわけですけども、一方で、市からもらえ

ればいい、もらえるからいいやということじゃ

なくて、金子議員おっしゃるように、自らも少

しでも、このコミュニティビジネスで得た利益

というのはいささかかもしれませんけど、それ

で地域のほうに還元していくという考え方で、

それだったらみんなでコミセンに協力しようと

いう雰囲気になるわけですから、そんなことを

考えているところです。 

 なお、今まで地区については、ハードはいわ

ゆる生活環境整備ということで市のほうに要望

に来ていただいてました。これは今もあるわけ

ですけども、ある程度、これは公共事業でやっ

たほうがいいものについては、時間はかかるん

ですが公共事業でやらせていただいてますが、

一方で、協働のまちづくり事業は地区の皆さん

のご協力ですぐ、承認してもらって、その年の
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うちに40万円、最大で５年間で400万円できる

と、いろんなこともできるわけですから、そう

いったことなどもうまくやっぱりコミュニティ

ビジネスの中に組み入れられないかなというふ

うに考えてます。 

 ３点目、最後でございますが、人材育成につ

いては、地域活性化センターに派遣経験のある

市職員とコミセン職員とのコミュニケーション、

話合いが大切であり、時間が必要だと考えると。

それをどう生かしていくか、担当課とコミセン

との意識の共有、連携が大切ではないかという

ことでございます。 

 これごもっともで、私ども長井市のほうでは、

やっぱり６つのコミセン、１つの法人化として

やっていくべきじゃないかなと。その場合、一

般社団法人が適してるんじゃないかなと思って

おります。出資金など要りませんし、様々な一

般社団法人の理事長とかという役職になると思

うんですが、理事とかですね。そういった方々

の責任というのは、例えばそこの中で行う事業

での経済的な損失については責任ありますけれ

ども、その事業というのはコミュニティビジネ

スですから、決して過大な責任はないと思って

おります。 

 もう一つのやり方としてはＮＰＯっていうの

もあるんですけども、やっぱりＮＰＯですと、

小さな組織ですとＮＰＯでいいんですが、６つ

の地区コミセン、それを一本化でやる場合はむ

しろ一般社団のほうがいいかなと思ってます。 

 どちらにしても、やっぱり人材なんですね。

とりわけＮＰＯは人材がいないと、その人材が

いなくなったらもう解散みたいな、空中分解っ

ていうのはよくあるケースなんですね。でも、

一般社団法人で、しかも６つのコミュニティセ

ンターの場合ですと、やっぱりそれなりの報酬

をきちっとして優秀な人材を抱えて、場合によ

っては同じコミセンだけじゃなくて、人事の在

り方によってはいろんなコミセンを交互に経験

するということも必要なのかもしれません。い

ずれにしましても、やっぱり様々な人材育成の

ための努力をしなきゃいけないと思ってます。 

 人材育成に関しましては、昨年度は働き方改

革の研修会を実施しまして、今年度はきらりよ

しじまネットワーク事務局長の高橋由和氏など

を講師に迎えまして、各コミセンの事業の進め

方等について研修会を実施したところです。こ

のような研修会は継続して実施することで効果

が現れると考えておりますので、今後もコミセ

ンの業務に生かせるよう、研修会を充実、実施

していきたいと思っております。 

 現在コミュニティセンターの担当課である地

域づくり推進課には、東京の、これは総務省の

外郭団体である地域活性化センターに出向して

きた職員が配属しておりますが、地域活性化セ

ンターでは様々な先進事例を学ぶ機会がありま

したので、その知識や経験をコミセンに共有す

るとともに、地域活性化センターが主催する研

修への参加を促したり、出向中に培った人脈を

生かしたりして、人材育成に結びつけていきた

いと考えてます。 

 また、来年度も引き続き職員が出向する予定

ですので、出向職員と連携し、地域活性化セン

ターの「令和３年度地方創生に向けて“がんば

る地域”応援事業」の採択を受け、研修事業に

取り組むよう準備をしているところでございま

す。この事業については６月補正でぜひ皆様か

らご承認いただきたいと思いますが、令和２年

はコロナの関係でなかなかこういった研修も思

うようにできなかったんですが、コロナ終結後

はぜひ積極的に、場合によっては県内の視察研

修も含めてやる必要があると思っております。

今後ともよろしくお願いします。 

○平 進介議長 新野弘明地域づくり推進課長。 

○新野弘明地域づくり推進課長 私のほうには、

（４）の説明会を行ったときの内容と参加者の

意見はどうだったかということでございますが、
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このたびの法人化の説明会につきましては、半

分勉強会という位置づけもあったのですけども、

議員からありましたとおり、先月、２月12日に

交流センターふらりのほうで開催いたしまして、

各地区の運営協議会の会長、あと各コミセンの

館長、そして各コミセンの職員全てを対象に実

施いたしました。多くの方に参加いただいて、

会長、館長は全員参加で、職員も８割の参加を

いただきました。 

 北本市の法人での視察の報告、あとは本市で

法人化を行った場合の望ましいと思われる組織

体制、たたき台をちょっとつくりまして、あと

法人を行うメリット、デメリット、あと法人化

までの大まかなスケジュールについて説明を行

っております。来年度末で指定管理が切り替わ

るタイミングがありますので、そのタイミング

に合わせまして令和３年度の法人格を取得、令

和４年度から法人としての運用を目指したいと

いう旨の説明を行ったところでございます。 

 まず、組織体制のところだったんですけども、

まず法人の主流としまして、先ほど市長からあ

りましたが、一般社団法人でちょっとたたき台

としては考えてまして、法人の数１つでござい

ます。 

 役員の体制といたしましては、各コミセンの

運協の会長かまたは副会長、そういったところ

からの選出。 

 あと、人員体制としましては、各館の館長と

職員を法人が採用してという形の体制でござい

ます。 

 あと、関係団体として各コミュニティセンタ

ーの運営協議会という位置づけをちょっと組織

として考えているところでございます。 

 あと、想定されるメリットにつきましては、

まず一つは責任の所在が明確化するということ

で、現在では運協の会長名義で契約しているよ

うなものもございまして、責任の所在が会長個

人に及んでしまうという懸念もありますので、

そういったところも解消されるというところで、

北本市のほうでもそこは大きいメリットとして

捉えていたようです。 

 あと、職員の立場、身分が変わるということ

で、任意団体の法人格のない位置づけになって

ますが、法人化によりまして法人の職員という

ことになるために身分がしっかりしたものにな

るという点は大きいと感じております。 

 あと、社会的な信用力が高まるということで、

一般社団法人とか、ＮＰＯ法人など、法人格を

取得すると社会的な信用度が上がりまして、例

えばコミュニティー事業の、今は市の補助金と

かがメインでございますけども、ほかの団体の

助成金であるとか活用する場合に、今の運協の

申請というよりも法人の申請のほうが採択の可

能性が高まるっていうことも考えられます。 

 あと、事業の幅が広がるっていうことで、法

人名義で資産が保有できるということになりま

すので、事業の幅が広がりまして、実際には会

津若松市のほうに湊地区ってありまして、そこ

ではＮＰＯ法人のみんなと湊まちづくりネット

ワークというところが法人化されまして、そこ

はバスを取得できて、デマンドバス事業が開始

できたという事例もございます。今後コミュニ

ティビジネス含めて、様々な活動を行う場合に、

法人化しておくことで今後の活動において有利

になるということが考えられます。 

 あと、法人化で一本化したときのメリットと

いたしましては、業務を集中してできますので、

そういった効率化、連携強化が図られるという

こともあるかと思います。 

 あと、今申し上げましたメリットについては、

北本市の視察も含め、あと、ほかの事例とかい

ろいろ調べまして、地域づくり推進課のほうで

取りまとめた内容でございます。 

 あと、一方、デメリットといたしましては、

事務負担が増加するというところがやっぱり懸

念されまして、法人として立ち上げるまでに
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様々な協議を行う必要がありますので、例えば

定款のつくり込みだとか、そういった部分も出

てきます。 

 あと、法人化後につきましては、例えば決算

書類の作成だとか、今以上に書類の整備だとか

が必要になってきたり、そういったところが増

える可能性がございます。ただ、決算書類の基

本的な部分については、法人の事務局のほうで

その辺は担っていきたいと考えてますので、今

の各コミセンのほうに協力いただくこともある

と思いますけども、そういった負担はなるべく

圧縮していきたいと考えております。 

 あと、設立準備といたしまして、定款であっ

たり、あと各種規定が必要になってきますけど

も、市が原案をつくって進めたいと思っており

まして、立ち上がり以降ですけども、毎年の決

算書の書類の作成に関しましては、新たな経理

担当職員の配置だとか、あと会計士などの委託

なども選択肢にあると思いますので、そんなと

ころも検討してまいりたいと考えております。 

 あと、参加者のご意見ですけども、参加者か

らは法人化を行うイメージが湧かないという意

見が多くありまして、地域にとってのメリット、

今の運協の事業に対してどういったメリットが

あるのかっていうところ、あとは職員にとって

のメリット、具体的に何がどう変わるのか、そ

ういったところを具体的に示していただきたい

という要望がございました。 

 あと、説明会の後ですけども、２月の下旬に

各コミセンのほう、全て回らせていただきまし

て、より具体的な意見交換を行っております。

３月10日に館長会がありますので、そこで集約

した意見を整理しながら、情報共有を図ってい

きたいと考えております。 

 あと、意見としてはそんなところですので、

これからは意見集約しながら調整を図っていき

たいと考えております。 

 あと、５番目のタイムスケジュールのところ

でございますが、まずは各コミセンのほうには

説明してますけども、まだ運協のほうに説明し

ておりませんので、各運協のほうに担当職員の

ほうが参加させていただきまして、法人化につ

いて説明をさせていただきたいと考えておりま

す。その後、４月、５月ぐらいに法人化に向け

た準備会等を設立いたしまして、各種規定や定

款等、様々な協議は準備会で行っていきたいと

考えております。準備会については、各コミセ

ンの運協の会長とか、あとコミセンの館長に入

っていただきながら進めていきたいと想定して

いるところでございます。 

 あと、スケジュールでいきますと、今年12月

ぐらいに定款の認証、あと来年２月には設立登

記、設立総会を経て、令和４年４月から法人と

して運用開始を目指していきたいと考えており

ますが、ただ、スケジュールにつきましても皆

様のほうから様々な意見いただいておりますの

で、関係者で共通の認識の下、丁寧に進めてま

いりたいと考えております。 

○平 進介議長 ６番、金子豊美議員。 

○６番 金子豊美議員 法人化については、職員

の安定した立場というか、給与面も含めてぜひ

必要なことだと私も思います。これまで何回も

申し上げてきましたように、今まで公民館時代

の職員というのはいろんな立場にそれぞれ変わ

ってきたという経過もあるもんですから、ぜひ

安心して職員が仕事に熱中されるようなものを

つくっていただきたいというふうに、ひとつお

願いしたいと思います。 

 それから、各地区の地域づくり計画があるわ

けですけども、それは職員だけが事業を企画す

るだけでなく、地域住民がやはり今まで練って

つくり上げてきたものですので、各地区に専門

部とかいろんなものがあると思うんです。そう

いったものを今後どうやって実現していくか、

地域づくり計画に基づいて実現していくか、そ

ういう部分で、北本市の組織の組織図見てみま
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すと、今、地域づくり推進課長が言ったように、

そういった組織があって、コミュニティー関係

についてはその下の段にあるというふうな区分

けがなってるわけですよね。やはりそういった

区分けをしながら地域の方々に分かりやすく説

明をしていただいて、共通意識の中で進めてい

ただきたいと思いますが、地域づくり推進課長

の考えいかがですか。 

○平 進介議長 新野弘明地域づくり推進課長。 

○新野弘明地域づくり推進課長 ただいま議員か

ら説明あったとおり、そのような想定で今考え

てまして、具体的には、上のほうでは法人化し

ますが、今の運協のほうは今までどおり活動で

きるような体制を組んでいきたいと思いますが、

やっぱりせっかく法人化するので、運協の事業

のほうも少しでも発展できるような法人化に努

めていきたいと思いますし、あと、これから館

長会のほうでいろいろ意見交換する場がありま

すので、そちらのほうで意見集約しながら進め

てまいりたいと考えております。 

○平 進介議長 ６番、金子豊美議員。 

○６番 金子豊美議員 ぜひそのように進めてい

ただきたいと思います。 

 あと、最後に市長にお願いも含めてお伺いし

ます。今回、施政方針の中で、いろんな部分で

コミセンが出てくるということは、コミセンに

対する期待度も高いというふうに私は理解して

るんですが、その辺、市長、どうでしょうか。 

○平 進介議長 内谷重治市長。 

○内谷重治市長 コミセンに対して期待というよ

りも、これから人口減少が30年、50年と続くと

思われるわけですけれども、その中で、私ども、

この長井市がそれぞれの地区も含めて、持続可

能な地域としての活性化も含めて、そこに住ん

でいる人たちが幸せに暮らせるには、もう我々

と一緒になってやっていくしかないと思ってお

りますので、ぜひこれからも、今議論しなきゃ

いけないのは小学校の統廃合っていう話もござ

いますが、私は各コミセンと小学校、それから

児童センター、子供たち、児童とか園児が少な

くなったとしても、それなりの在り方は必ずあ

る。そこに農業協同組合の支所はなくなったん

ですが、郵便局は全部まだあるんですね。西根

地区と伊佐沢地区はコンビニはないんですけど、

それに代わる機能をということで、伊佐沢地区

は、今少しトライアルしてるわけですね。 

 そんなことも含めて、私どもも分からない部

分たくさんありますが、共に一緒に知恵を出し

合いながら、それぞれの地区のために、ひいて

は長井市全体が、本当に幸せに暮らせるまちに

なるために頑張りたいと思いますので、よろし

くお力添え、ご指導お願いしたいと思います。 

○平 進介議長 ６番、金子豊美議員。 

○６番 金子豊美議員 今回組織替えにもなるわ

けですが、やはり社会教育とかいろんな部分が

今回、今までの立場と違ってくる。そういった

中で、新市庁舎ができることもあるわけですが、

この令和３年度というのはすごく環境が変わる、

長井市の再出発の時期でないかなというふうに

思ってます。 

 ですから、各地区の個性的な事業、運営方法

を生かしながら、今後もコミュニティセンター

をバックアップしながら見守っていただきたい。

そして、協力しながら、長井らしいコミセンに

していただけるようにお願い申し上げ、私の質

問を終わります。 

○平 進介議長 ここで昼食のため暫時休憩いた

します。再開は午後１時といたします。 

 

 

   午後 ０時０１分 休憩 

   午後 １時００分 再開 

 

 

○平 進介議長 休憩前に復し、午前に引き続き

会議を再開いたします。 


